
〈以下は広告スペースです〉�

認可外保育施設
企業主導型保育施設 国の助成を活用して企業がつくる保育施設です。従業員のお子さんだけでなく、

地域のお子さんも一緒に保育を行います。

認可外保育施設 国の指導監督基準に基づき運営されている保育施設です。事業所が従業員の
お子さんを保育するために設定している施設もあります。

❶ 主な施設（幼稚園、認定こども園、保育園、地域型保育施設など）
　家庭の状況により利用する施設を選びましょう。わからないことは、区役所の保育コンシェルジュにお問合せください。

保育園、幼稚園、一時的な保育サービスなど

他にこのような施設もあります。
※保育料、申し込みなど詳細については、各施設にお問合せください。
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幼稚園　3～5歳児
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児
期の教育を行う学校｡

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により、教育時間
前後の預かり保育を実施｡
利用できる保護者
制限なし｡

認定こども園　0～5歳児
幼稚園と保育園の機能や特徴
をあわせ持ち､ 地域の子育て
支援も行う施設。

3～5歳児
（幼稚園機能部分）

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により、教育時
間前後の預かり保育を実施｡
利用できる保護者
制限なし｡

0～5歳児
（保育所機能部分）

利用時間
夕方までの保育のほか､ 園により延長保育を実施｡
利用できる保護者
共働き世帯などの事情で､ 家庭で保育のできない保護者｡

保育園　0～5歳児
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育す
る施設｡

利用時間
夕方までの保育のほか､ 園により延長保育を実施｡
利用できる保護者
共働き世帯などの事情で､ 家庭で保育のできない保護者。

地域型保育施設　0～2歳児
保育園（原則20人以上）より少人数の単位で、
0～2歳児を保育する施設｡
①小規模保育施設
少人数（6～19人）のお子さん
を対象に､ ご家庭に近い雰囲
気のもと､ きめ細やかな保育
を行います。

②事業所内保育施設
事業所の保育施設などで､ 従
業員のお子さんと地域のお子
さんを一緒に保育します。

利用時間
夕方までの保育のほか､ 園により延長保育を実施｡
利用できる保護者
共働き世帯などの事情で､ 家庭で保育のできない保護者。
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エンジェルこども園　
〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南１丁目18-20　　TEL：025-246-1357

社会福祉法人　笑顔の会 エンジェルこども園
営業時間

月曜日～金曜日　20：00まで
土曜日　　　　　19：00まで

保育目標
「心身ともに元気な子」
お散歩や園外保育を通し、五感を養い
丈夫な体作りを目指します。

園での活動

詳しくはHPをご覧ください！

●リトミック
●茶道
●英語�
●スイミング
　（６～８月）

お問い合わせは
こちら
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� 〈以下は広告スペースです〉

アプリ問合せ

❷ 幼児教育・保育の無償化
　ご自身の世帯や利用中のサービス、または今後利用を考えているサービスが無償化の対象となるかどうか確認しましょう。

対象者・対象サービス　セルフチェック表

対
象
者

対
象
サ
ー
ビ
ス

教
育・保
育
利
用
料

認
定

□ 各年3月31日時点の年齢が3～5歳の子ども（教育施設を利用する場合は、満3歳（誕生日を迎えて3歳になった）以上の子ども）
□ 各年3月31日時点の年齢が0～2歳で、住民税非課税世帯の子ども

⃝現在、認可外保育施設に通っている
⃝現在、どこにも通っていない□

追加の認定申請は不要
（新制度未移行幼稚園（※2）のみ、入所施設経由で要申請）

認定申請が必要
（保育の必要性を確認）

認定申請が必要
（保育の必要性を確認）

地域枠の児童は 
認定申請が必要（※3）

無料
（新制度未移行幼稚園は月25,700円まで）

無料
（新制度未移行幼稚園は 

月25,700円まで）

預かり保育事業や認可外
保育施設等の利用料 

⇒月11,300円まで無料 
（※4、5）

⃝3～5歳児クラス
月37,000円まで無料

⃝0～2歳児クラス
月42,000円まで無料

（住民税非課税世帯のみ）

無料
（標準的な利用料）

※1 認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育サービス、ファミリー･サポート・センター
※2 平成27（2015）年度より開始された子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園のこと

□ 現在、保育施設に通っている □ 現在、教育施設（幼稚園等）に通っている

手続きについて

1

□ 利用しない □ 利用する

2 3 4

認可外保育施設等
（※1）□ □ 企業主導型保育施設

⃝保育園
⃝ 認定こども園（2･3号）
⃝地域型保育施設

□
幼稚園、認定こども園（1号）に加え、
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等（※1）を□

※3 従業員枠は保育の必要性を施設が確認する
※4 満3歳に達した後の最初の3月31日までは、住民税非課税世帯のみ対象、月16,300円まで無料
※5 認可外保育施設等も無償化になるのは一部施設のみです。詳しくは入所施設にご確認ください
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上記対象サービスの2～4を無償で利用するためには「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があり、保護者のいずれもが、下記「保育が必要な事由」
のいずれかに該当する必要があります。

【保育が必要な事由】
①就労   月64時間以上の就労を常態としている
②就学   学校教育法に基づく学校や職業訓練校への在学
③介護・看護   長期にわたる病気や心身に障がいを有する同居親族の介護・看護
④妊娠・出産   妊娠中または出産後間がなく保育が困難
⑤疾病・負傷   疾病を患っているまたは負傷中
⑥障がい   身体や精神に障がいを有する
⑦災害   震災／火災／風水害／その他の災害の復旧作業
⑧求職   継続的な求職活動
⑨育児休業   育児休業中
⑩その他    上記のほか、類するものとして明らかに家庭で保育が困難であると認められる場合

【申請受付窓口】
◆区役所健康福祉課児童福祉係・担当
※原則、入所施設経由で申請してください。

【提出書類】
● 認定申請書（各施設や区役所健康福祉課で配布）
●保育必要事由を確認できる書類

【提出時期】
●いつでも提出可能
※�申請日より前に利用したサービスは無償化対象外
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〈以下は広告スペースです〉�

❸ 延長保育
内　容    施設が定める保育実施時間よりも早いまたは遅い時

間までの預かりが必要な場合に、延長してお子さん
をお預かりします。

対　象    在園中の児童で保護者の就労などの状況で延長保育
が必要な場合

申し込み    各園

利用料    30分あたり100円（※私立保育施設は、施設により
異なる場合があります）

❹ 幼稚園での預かり保育
内　容    多くの私立幼稚園では、教育時間の前後に預かり保

育を実施しています。

対　象    在園中の児童

申し込み    各園
利用料    施設により異なります。

❺ 休日保育
各実施施設または各施設の所在地の区役所健康福祉課

対　象    市内に居住し、保育認定を受けている児童で、保護者
の就労などにより、日曜日・祝日にも保育を必要とす
る児童

実施日    日曜日・祝日（園行事日をのぞく）、年末年始 
※年末年始の実施日は各施設へお問合せください。

実施施設    市内20施設（下表参照）
区 施設名 電話番号
北 あたごとまとこども園 025-388-7676
東 メイプル保育園 025-274-3316
東 POPOおひさま保育園 025-275-5563

中央 関屋保育園 025-266-2606
中央 めいけこども園 025-284-2156
中央 笹口こども園 025-246-3620
中央 開志上所こども園 025-285-3388
中央 こばとこども園 025-284-1133
中央 新和ここの実こども園 025-282-7280
中央 サロン・ド・ひまわり医学町保育園 025-211-2545
江南 かめだなかの保育園 025-382-5833
江南 曽野木アルルこども園 025-383-8631

区 施設名 電話番号
江南 えだまめこども園 025-250-7414
秋葉 小阿賀ほのぼのこども園 0250-21-1123
南 白根そよ風保育園 025-375-8500
西 吉田小規模保育園 025-378-2730
西 笠木保育園① 025-261-4044
西 小規模青山真行保育園① 025-266-1032
西 山五十嵐こども園① 025-262-4385
西 新通こども園① 025-268-3132

西蒲 竹野町保育園② 0256-72-3001
西蒲 かたひがし保育園② 0256-86-2023
西蒲 めぐみこども園② 0256-72-7138
西蒲 認定こども園ひのまる幼稚園② 0256-72-5740

利用方法
　年度ごとに事前登録が必要です。利用する前に、休日保育申請
書を利用希望施設に提出してください。審査後、許可決定通知を
交付します。一度の登録で市内すべての実施施設の利用が可能で
す。登録した施設に利用希望日の空き状況などを確認の上、直接
申し込んでください。
　休日保育を利用する場合、普段利用する保育園において振替休
日を取得していただきます。
　受けている保育認定（保育の必要な理由）と異なる理由での利
用はできません。
利用料金    月額の保育料に含まれます。 

※別途延長保育料がかかる場合があります。

その他    実施施設の表で施設名の最後に「①、②」といった番
号のついている施設は、その番号のグループごとに
共同で休日保育を実施しています。実施日は各施設
へお問合せいただくか、事前登録時にご確認ください。

〒950-2123�新潟市西区笠木 1336番地�
TEL：025-261-4044　FAX：025-261-8044
https://kasagihoikuen.com/

社 会 福 祉 法 人  笠
かさ
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ぎ
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ともに育ちあう保育を実践します。

新潟市江南区鵜ノ子4-466
アピタ新潟亀田店2F
ｔｅｌ.025-382-8285

カビリア 新潟アピタ亀田店

新潟市西区小新5-7-21
アピタ新潟西店2F
tel.025-232-0588

新潟市中央区南出来島1-1-11
tel.025-285-7287

［バッグデポにいがたてん］
新潟店

カビリア アピタ新潟西店

パパとママとキッズの
カバンがたくさんあります

ポイントカードで10％還元中無料で作れ
る
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アプリ問合せ

❻ 保育施設での一時預かり
　病気やけが、冠婚葬祭など、保護者の事情でやむを得ず家庭での保育が困難になった場合、保育施設では一時預かりをご利用いただ
けます。育児による疲労・ストレスなどを感じた場合もご相談ください。

実施施設 拠点園（P82～90の施設名に★がついている園） 左記以外の認可保育施設
※一部の施設を除く

対象
保育が必要な、小学校就学前までの市内在住の乳幼児。
※��市外の方でも、出産・看護の理由で里帰りしている場合等に利用できることがあります。詳しくは各実施施設、区役
所健康福祉課にお問合せください。

利用できる日数 原則月14日まで 原則月7日まで

利用できる日時
月曜～金曜　8：30から閉園時間まで
土曜　8：30～12：00

（祝日・年末年始を除く）

月曜～金曜　8：30から閉園時間まで
（祝日・年末年始を除く）

利用料金

基本料金（8：30～16：00）4時間以内…900円、4時間超…1,800円（16：00以降のみご利用の場合）900円
その他に飲食代が必要。なお、16：00以降ご利用の場合は、基本料金に加えて加算金が必要
加算金16：00以降30分あたり100円、20：00以降30分あたり200円
【無料になる世帯（減免申請が必要）】
・生活保護世帯
・前年度市民税非課税世帯（8月の利用まで）
・現年度市民税非課税世帯（9月の利用から）
※幼児教育・保育の無償化対象については（P47）で確認。

利用申し込み 直接各実施施設にお申込みください。（P82～90）

❼ こどもショートステイ（子育て短期支援事業）� 各区役所健康福祉課

　新潟市にお住まいで、保護者が下記の利用要件により、やむを得ず一時的にお子さんの養育ができず、かつ保護者に代わってお子さ
んを養育する者がいないとき、新潟市が委託契約をしている施設でお子さんをお預かりします。ただし、宿泊を伴う場合に限ります。

利用要件
疾病・けが・出産などで入院又は療養を必要とする場合、家族の疾病等により介護または看護をする場合、事故や災害
にあい、お子さんの養育が困難な場合、冠婚葬祭に出席する場合、仕事で出張する場合、育児不安や育児疲れで、家庭
で養育できない事情がある場合

実施施設 新潟市立乳児院はるかぜ（新潟市中央区川岸町1丁目57番地1：陸上競技場近く）
対象 0歳2か月～2歳程度（その他要相談）

利用できる日数 要相談
※お子さんと家庭の事情などをうかがった上で利用日数を決定いたします。

利用料金

2歳未満児 2歳以上児 左記は1日あたりの金額です。
※1日とは、午前0時から午後11時59分までをいいます。（例：2泊3日ならば3日分）
利用料は、利用後に送付される納入通知書でお支払いください。
利用料の他に、おむつ代や医療費等の費用負担があります。（利用時に施設へお
支払いください）

生活保護世帯 0円 0円
市民税非課税世帯 1,100円 1,000円
その他の世帯 5,350円 2,750円

利用申し込み 各区の妊娠・子育てほっとステーション（各区役所健康福祉課）にお申込みください。

利用制限

利用要件に該当していても、次の場合はご利用をお断りすることがあります。
・お子さんが感染症などの病気にかかっているときや、医療機関で医療を受ける必要があるとき
・お子さんが専門的な看護等を必要としているとき
・お子さんに極度の多動性等があり、集団生活が困難であるとき
・利用日までに保護者と連絡がとれなくなってしまったとき
・  緊急性の高いお子さんが優先して利用する施設で実施する事業のため、空きがないなど施設の状況によってご希望に

添えないと思われるとき

▶園の行事などで保育できない場合があります。他の園を紹介しますので、各区役所健康福祉課児童福祉担当にご相談ください。
▶子育て応援ひろば（Co-C.G.ビル内）や子育て交流施設「い～てらす」（P57）でも短時間保育を実施しています。

移動式赤ちゃんの駅
　市内で開催されるイベント等で、乳幼児を連れた保護者が安心して参加できるよう、
移動が可能なテントや折りたたみ式オムツ交換台、授乳用いす等備品
一式を「移動式赤ちゃんの駅」として貸出しています。
　市内でイベント等を開催する際、乳幼児のオムツ交換や授乳を行う
ためのスペースとして利用できます。

お問合せ　こども政策課　025-226-1193
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❽ 病児•病後児保育
　病気や病気の回復期にあるお子さんを対象に、保育園や幼稚園等での集団保育が困難で、かつ保護者の事情により家庭で保育できな
い時に一時的に看護・保育する施設です。
　病気になり始めの「急性期」のお子さんは病児保育施設のみ利用可能で、病気からの「回復期」のお子さんは、病児保育施設、病後児保
育施設ともに利用可能です。「急性期」「回復期」は、かかりつけの医師から発行してもらう「医師連絡票」で確認することができます。

対象
以下のいずれかに当てはまる生後6か月から小学校6年生までの児童
・市内に居住している
・市外に居住していて、市内の保育園・幼稚園・小学校などに通園・通学している
・市外に居住していて、保護者が市内の事業所等に通勤している

利用日数 原則として連続7日まで

利用料金

基本料金　（基本時間）8：30から17：30 延長料金
（延長時間）左記以外の時間4時間超 4時間以内

2,000円 1,000円 30分ごとに200円
※延長時間帯のみを利用する場合は、延長料金のほか4時間以内の基本料金が必要
※【無料になる世帯（減免申請が必要）】についてはP49「⑥保育施設での一時預かり」利用料金をご確認ください。

利用上の
注意

▶事前登録は、実施施設で受け付けます。一度の登録により、市内の全施設の利用が可能となります。
▶利用予約は、前日までに利用希望施設へ医師連絡票に記載された内容や症状を伝え、空き状況を確認のうえ行ってください。
▶予約時間に遅れる場合はご連絡ください。ご連絡がない場合、施設から連絡を差し上げる場合があります。
　30分以上ご連絡がない場合は、予約の順番が入れ替わり、キャンセル待ちの方が入室されることがあります。
▶予約のキャンセルをされる場合は、必ず当日の7：30までにご連絡ください。
▶施設の開設時間外は、下記キャンセル専用留守番電話へご連絡ください。

実施施設

病児・
病後児 施設名 電話番号 キャンセル専用

留守番電話 開設時間

病後児

こもれび
025-385-6101 025-282-7712

月～金　8：00～18：00
土・日・祝日・年末年始を除く

北区嘉山533「小鳥の森こども園」に併設

ねむの木
0256-72-8005 0256-77-5130

西蒲区巻甲1740「風の子保育園」に併設

病児

ひまわり
025-279-0033 025-278-7444

東区秋葉1-6-40「ぼくとわたしの小児科」に併設

きどっこ
025-275-8131 025-256-8513

東区竹尾4-13-3「木戸病院」に併設

よいこのもり
025-290-2030 025-384-0784

中央区神道寺1-5-47「よいこの小児科さとう」に併設

キッズルーム
たけの子

025-222-4515 025-201-8565

中央区上大川前通6-1183「竹山病院」に併設

森のおうち
025-382-0707 025-250-5508 月～水・金・土　8：00～18：00

木・日・祝日・年末年始除く江南区亀田向陽1-3-41「こどもの森クリニック」に併設

きしゃぽっぽ
0250-23-5170 0250-25-7090

月～金　8：00～18：00
土・日・祝日・年末年始を除く

秋葉区東金沢1459-6「下越病院」に併設

みなみっくる
025-378-0755 025-374-7730

南区上下諏訪木770-1「新潟白根総合病院」に併設

カンガルー
025-234-5650 025-201-8756

西区西小針台2-1-5「早川小児科クリニック」に併設

さいせいかい
025-365-2432 025-378-2020 月～金　7：30～18：30

土・日・祝日・年末年始除く西区寺地280-7「済生会新潟病院」に併設

利用方法・お問合せ
事前登録・予約などが必要。詳しくは各施設または幼保支援課025-226-1228までお問合せください。
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アプリ問合せ

❾ その他の託児・一時預かりサービスなど
実施期間（申し込み先） 支援内容 利用時間 利用料

新潟市ファミリー・
サポート・センター
025-248-7178
月～金曜　8：30～17：15
中央区八千代1-3-1
新潟市総合福祉会館
新潟市社会福祉協議会内

保育施設の保育開始前や保育終了後の子
どもの預かり
保育施設までの送迎（自動車による送迎
可）放課後やひまわりクラブ終了後の子ど
もの預かり
冠婚葬祭や買い物などの外出の際の子ど
もの預かりなど
病児・病後児の預かり、宿泊を伴う緊急時
の子どもの預かり
早朝・夜間などの緊急時の子どもの預かり
上記に伴う保育施設、自宅、病児・病後児
保育施設などの間の送迎など
※家事援助は行いません。
※��対応できる会員がいないなど、ご希望
に添えない場合があります。
詳しくは「新潟市ファミリー・サポート・
センター」のホームページをご覧ください。

6：00～22：00
※��緊急の場合は相談
に応じます。

入会費・年会費無料
＜標準時間＞
月曜～金曜
8：00～19：00
1時間　700円
＜標準時間外＞
月曜～金曜の標準時間外および土・
日・祝日
1時間　800円
※病児・病後児・緊急時については、
上記金額＋100円
食事（おやつ）代・送迎にかかる交通
費は実費が別途必要になります。

コープデリにいがた
くらしの助け合いの会
025-201-5570
祝日を除く月曜～金曜
9：00～16：00
西区山田2309-7

産前産後のお手伝い
困ったときの家事援助
保育園などの送り迎え（徒歩のみ）
※詳しくはお問合せください

基本
平日10：00～16：00
上記以外の時間帯は
要相談

年会費　  1,000円（原則コープデリに
いがたの組合員であること）

謝　礼　  1時間800円以降30分ごとに400円
運営協力費　利用1回につき100円
交通費　  自家用車の場合は20円／km、

公共交通機関の場合は実費負担

新潟市シルバー人材センター
025-241-3541
祝日を除く月曜～金曜
8：30～17：15
中央区上所1-11-4

産前産後のお手伝い
家事援助
保育園の送り迎え
乳幼児・児童の病後（回復期）保育
保育園などや学校の開始前、終了後の預
かりその他の保育

相談に応じて決定し
ます。

1時間　1,086円
交通費など実費
※��にいがたっ子すこやかパスポート
の割引制度があります。

わいわいひろば
025-250-2395
休館日毎月第1・第3月曜日、年末年始除く
9：00～18：00
東区下木戸1-4-4

満1歳～小学校入学前までの子どもの一
時預かり（ただし、保護者の方が東区役所
建物内の諸施設を利用される場合に限る）
※詳しくはお問合せください。

9：00～18：00
（最長4時間まで）

1時間　300円

い～てらす
025-250-5207
休館日毎週水曜日、年末年始を除く
9：00～18：00
東区寺山1653

満1歳から就学前の児童の一時預かり
※詳しくはお問合せください。

9：00～18：00
（最長4時間まで）
12：00～13：00を除く

1時間　300円

子育て応援ひろば
025-226-7730
年末年始を除く9：00～19：00
中央区西堀前通6番町909
Co-C.G.ビル4F

満1歳以上、小学校就学前の子どもの一時
預かり
※詳しくはお問合せください。

9：00～19：00
（最長4時間まで） 1時間　300円

新津育ちの森
0250-21-4152
休館日毎週月曜日、
年末年始を除く9：00～17：00
秋葉区程島1979番地4

満1歳から小学校就学前までの子どもの
一時預かり
※詳しくはお問合せください。

9：00～17：00
（最長4時間まで） 1時間　300円

ベビーヘルパーPOPO
025-275-5562　
東区牡丹山3-1-11三森ビル303
受入開始 0か月

居宅訪問型保育事業（ベビーシッター） 直接お問合せください 直接お問合せください

大人と子どもの通訳士なっちゃん
メール：natsuminakamura944@ 
gmail.com
インスタグラム：＠asb_723
受入開始 6か月

居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）
リフレッシュや仕事・受診・夜の集まり・美
容院・買い物などの間の子どもの預かり
保育場所は居宅以外（事務所や公共施設な
ど）も可能
※詳しくはお問合せください

〈月曜～金曜〉
19：00～21：00

〈土曜・日曜・祝日〉
9：00～18：00
※�上記以外の時間は
応相談

直接お問合せください
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